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苦情対応の手引き 
― 令和 2年 5月 1日 改正 － 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
〔社会福祉法人なごみ〕 

 

〔福島市太平寺字町の内３０〕 

〔０２４－５７３－６１６１〕 

 



苦情（クレーム）対応について 
１． 苦情（クレーム）・事故（損壊や紛失）とは 

苦情とは利用者及び家族など、その他の方からの当サービス事業所全体に関わる不満や改善要求、又は被

害の訴えや、こちらの契約違反に対する損害賠償の請求等の全てを言うものとする。 
どんな些細なことでも絶対に見落とすことなくサービス業である私達は、これを顧客からの警告アラーム

だとして受け止める必要がある。 
 
２． 苦情（クレーム）・事故（損壊や紛失）の経路と対応処理 

苦情受付後の対応については以下のフローチャートの手順に沿うことを基準とするが、案件に対して早期の解

決等が求められる場合はこの限りではない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                  
 
 

⑥-1または⑥-2へ                             ⑩へ 

① クレームが発生する。 
（利用者、ご家族等より発生する） 
（以後、苦情申立者と呼ぶ） 

③-2 苦情を聞いた者と苦情受付担当者が、 
【相談受付表】に記入する。 
・記入後に原本を苦情解決委員会に提出 
・各ユニットレターBOXへ配布(夢町、望町、友町 
  DS、居宅、医務、栄養‥計14枚) 
・回覧         

⑤ 会議の開催 
（苦情受付担当者・ユニットリーダー 
相談員・CM・苦情解決委員会代表者 
その他、必要と思われる人物を招集し実施）          
１．苦情内容の明確化 
２．事実確認 
（責任の所在、原因と結果について） 

３．具体的な対応策の立案 
（具体的な再発防止策の立案） 

４．必要によって事例検討も行なう。 

③-1 苦情を聞いた者が、直属の上司に口頭で報告。 
  １）ユニットリーダーに報告。 

２) 該当部署の苦情受付担当者へ報告。 
   苦情内容を申し送りに入力し苦情受付担当者へ

申し送る（ほのぼの） 
   （該当受付担当者が不在の場合は他受付担当者

へ報告する。） 

②苦情（クレーム）の受け入れ。 
（苦情の内容を聞く。現場判断で返答せず、事実確認後

に返答するようにする。） 

④ 苦情受付担当者は苦情解決責任者(施設長)へ報告 
また、苦情内容及び緊急度よって 
課長・部長・事務長・事務局長への報告を判断 
する。 
大小に関わらず損害賠償が発生しうる場合は 
その場で理事長へ報告する。（⑩へ） 

苦情 
(クレーム) 

 

 

苦情受付担当：生活相談員 

 

苦情解決委員会 
・苦情受付担当者より、受けた苦情について 
情報を提供してもらう。 

・苦情対応が適切だったかの協議検証を 
月に１回の委員会開催時に行う。（その他、

委員長は必要に応じ苦情解決委員を招集し

協議を行う。） 
・協議検証後、その内容をユニットへ文章化し

報告する。 



⑤から                                 ④から 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
３． 記録 

苦情の受付から対応方法及びその後の状況までの全過程を規定の様式に記録し、その原因・対処方法・その後の状況

を明確にするとともに、常にその確認が出来るようにしておく。この記録は、少なくとも５年以上の期間保存するも

のとする。 
   付記 

平成24年 2月 1日制定 
平成27年 10月 1日改正 
平成29年 11月 1日改正 
令和2年  5月 1日改正 

⑥-1  当法人の不手際(ミス)である場合。 
Ａ．苦情受付担当者は、苦情(クレーム)が上がって 

きた当日中に会議を開催し、先方に電話し 
訪問のアポを取る。 
訪問の際は、事実の報告と改善対応方法を 
報告し深くお詫びを申し上げる。 

（必ず当日中に訪問する。受け時間が夜の場合、

翌日中に必ず訪問する） 
    

Ｂ．苦情申立者が電話でのみの対応を希望する 
場合。電話にて、事実の報告と改善対応方法を 
報告し深くお詫びを申し上げる。 

    
    その他、施設にて謝罪を行う場合は 

来所の際に事実の報告と改善対応方法を 
報告し深くお詫びを申し上げる。 
 

◎ 改善策ができ実行に移されれば、苦情申立者へ

後日、文書や電話にて報告することを伝える。 

⑥-2 当法人の不手際(ミス)ではない場合。 
苦情申立者に誤解である旨を伝える

（電話連絡等にて） 
誤解が生じたことをお詫びする。 
今後、誤解を生じないような改善策

を実行する。 

⑨ 苦情受付担当者が全過程を記録し、今後同様の問

題が生じないよう適宜確認を行っていく。 
 

⑩理事長に必ず報告  
！状況に応じて損害賠償手続き 
などに進みます。 ※指示待ち 

⑦ 法人内周知 
１．改善・対応策の実行。 
２．再発防止策の実行。 

⑧ 苦情申立者へ連絡。 
改善・対応策が立案され実行されたら、 
早急に苦情申し立て者へ文書や電話にて報告し 
再度、お詫びさせていただく。 
 


